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第６章　事業実施に当たっての基本的な事項

①　地域と連携した計画づくり
≪多様化・複雑化する地域ニーズへの対応≫
•国や各市町村などが策定する各種計画や地域住民などの意見を踏まえた『きめ細やかな事業（整
備）計画』の作成に努めます。

≪組織化と役割分担の明確化・連携≫
•農業者、地域住民、土地改良区、JA及び市町村等による地元の組織化を図り、それぞれの役割
分担を明確にするとともに、連携が一層図られるよう、県は総合体制のもとに支援を行います。

②　地域に優しい環境づくり
≪維持管理労力の軽減（人に優しい）≫
•農業者や地域住民の高齢化や減少に伴い、農地、農業用用排水路などの施設管理に要する労力
の確保が課題となることから、工法等の検討を行い、管理の容易な施設整備に努めます。

≪自然・景観への配慮（環境に優しい）≫
•農村地域の自然環境や農村景観などは、地域の共通財産であることから、希少動植物など生態
系や景観に配慮した整備と保全管理を推進します。

③　コスト縮減と早期の効果発現
≪限られた予算の有効活用≫
•地域の課題解決のためには、地域のニーズに応じた事業展開が必要ですが、近年の財政状況か
ら予算確保が困難な状況が見込まれるため、限られた予算内で最大限の効果が発揮できるよう、
より一層のコスト縮減を図りながら整備を進めます。

≪計画見直し時の対応と早期効果発現≫
•計画の趣旨及び費用対効果を踏まえた事業実施に努めるとともに、当初計画で予期できなかっ
た変更については、地元合意を踏まえて営農計画を見直すとともに、進行管理を徹底し、完了
工期に変更が生じることがないよう早期の事業効果発現に努めます。

④　事業の透明性の確保
　事業の透明性を確保するため、事業の着手前、事業が長期化した場合の事業期間中、事業の完
了後の各段階において事業評価を行い、事業の透明性を確保します。
＜事業着手前の視点＞
　事業着手前には、計画内容や費用対効果、計画の熟度等の計画の妥当性を確認するとともに、
必要性や有効性等に加え、事業執行の緊急性を判断する事前評価を実施します。
　なお、事業実施は、費用対効果等の指標の高さだけで優先度を決定するものではなく、地域
特性や地元の合意状況、環境配慮への取り組み、コスト縮減や、県の農業農村施策との整合、
地域農業への効果、農業農村の有する多面的機能の維持・発揮など、総合的に勘案し判断します。
＜事業が長期化した場合の事業期間中の視点＞
　効率的な事業執行を図るため、継続地区の早期完成による効果の発現を優先するが、長期化
している事業については、事業の必要性・有効性を再確認する再評価を実施します。
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＜事業の完了後の視点＞
　整備した農地の利活用状況や施設の維持管理に関する課題把握、環境に配慮した整備などの
有効性の検証等に取り組みます。
　なお、一定規模の事業地区については、事業実施による効果発現状況を確認するため、費用
対効果などを検証する事後評価を実施します。

⑤　地域の新たなる体制づくり
≪計画から資源の保全まで≫
•地域のニーズが多様で複雑に変化していくことから、今後は人・組織などの結びつきがますま
す重要となるため、計画から資源の保全までに関わる組織の育成に努めます。

≪人・組織の結びつきの強化≫
•担い手に農地が集積されることで、農地や農業用排水路、農道などの地域資源の管理も担い手
に集中することが懸念されることから、事業に際して設立した組織が多面的機能支払の活動組
織の母体となるよう指導・助言を行います。

≪地域と行政の役割≫
＜農業者・地域住民＞
　地域農業の維持・発展と地域資源の保全活動を担う主役として、活動組織を立ち上げ保全管
理や農村景観形成、施設の長寿命化などの質的向上に地域ぐるみで取り組んでいただきたいと
考えます。
＜土地改良区＞
　活動組織に対して、事務処理や経理のフォローを行うなど下支えする働きを期待するととも
に、管理施設の計画的な長寿命化に向けた調整や支援など、農業水利施設の効率的な保全に取
り組んでいただきたいと考えます。
＜市町村＞
　事業制度の周知を図るとともに、取り組みに対する指導・助言を行い、円滑な活動が継続で
きるよう支援し、地域コミュニティ機能の維持に努めていただきたいと考えます。
　また、地域からの要望をとりまとめるなど、地域農業の維持・発展に積極的に支援をしてい
ただきたいと考えます。
＜県＞
　活動組織の円滑で持続的な取り組みが可能となるように、日常的なフォローアップ及び今後
の組織体制への指導・助言等を行うとともに、新たに保全活動に取り組む組織に対しては、き
め細やかに対応と活動組織設立へ向けた支援を行います。
　また、地域農業の維持・発展に向け、各種施策の連携が図られるようコーディネートを行い、
自立した地域活動が可能となるよう支援を行います。
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